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奥多摩町庁舎建設の基本計画（案）【概要版】について  
  

現在の役場庁舎は、建設から 57 年が経過し耐震基準と老朽化等に課題を抱え、町民等の利便性やサービス

の低下を招き、円滑な行政運営に支障をきたしているとともに、災害等の際に地域住民の安全・安心を確保す

るための防災拠点施設としての役割が果たせない状況にあり、早急な対応が求められています。このため、住

民委員を含めた 16 名の委員で構成される庁舎建設委員会での協議、答申を経て、令和 4 年 11 月に庁舎建設

基本構想を策定しました。町では、基本構想の基本理念、基本方針等をベースにして、今後の基本設計・実施

設計に反映すべき事項を盛り込んだ「奥多摩町庁舎建設基本計画（案）」をまとめましたので、皆様にその概

要をお知らせします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。※基本計画（案）の詳細や、庁舎建設委員

会での協議状況等については、町ホームページをご覧ください。 
 

◇現庁舎の現状と問題点、検討経過   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◇新庁舎の基本理念・基本方針・基本機能 
 

【基本理念】 
 新庁舎建設にあたっては、「誰もが親しみやすく、訪れやすい庁舎であるとともに、地域住民の安全・安心

を確保するため、災害時には危機管理対応を果たす『防災拠点』としての機能、そして地域コミュニティの活

性化につながるような、一人ひとりがイメージする『奥多摩らしさ』を併せ持つ庁舎を目指すこと」を基本理

念としています。また、諮問機関である「庁舎建設委員会」で議論され、基本構想の中でまとめられた、次の

５つの基本方針を踏まえ、今後の庁舎建設整備事業を進めてまいります。 

 
【基本方針】～５つの基本方針～ 
 
 

 

時期 内容 

平成 25 年度 耐震診断（新庁舎建設検討開始） 

平成 26 年度 庁舎建設基金条例制定  

平成 28 年度 新庁舎建設庁内検討委員会設置 

令和 ２ 年度 候補地の事前調査・検討 

令和 ３ 年度 町議会全員協議会・事業説明 

令和 ４ 年度 庁舎建設委員会、基本構想策定 

〃 職場環境検討委員会（庁内） 

① 耐震性の不足による安全性の低下 
   ・Ｉｓ値 0.41（国基準は 0.75 以上） 
 

② 施設の老朽化による不具合・支障箇所の増大 
 ・壁のひび割れ、雨漏り、電気設備等の故障 

 

③ 町民等の利便性やサービスの低下 
 ・不十分なユニバーサルデザイン※、狭い通路や待合スペース 

 

④ セキュリティ対策（情報管理） 
 ・来庁者と事務室エリアの区画が曖昧 

 

 
※「ユニバーサルデザイン」とは、はじめから誰もが使いやすいよう

にデザインする考えのことです。 

  ・庁舎完成後もみんなが関わりを持ち続けることができる庁舎を目指します。 

  ・庁舎機能を庁舎内に限定せず、近隣の施設や民間との連携を通じて柔軟に運用できる

よう、開かれた庁舎を目指します。 

  ・町民の防災意識向上につながるよう、防災拠点としての機能、設備及び避難設備の機

能を兼ね備えた庁舎を目指します。 

  ・町民をはじめ、奥多摩を訪れる「みんな」が気楽に足を運べて、拠りどころとなる庁 

舎を目指します。 

  ・ユニバーサルデザインに配慮した庁舎を目指します。 

 ・利用者にとって利便性の良い庁舎を目指します。 

 ・町の業務は多岐にわたることから、庁舎で働く職員が効率的で効果的に業務ができる

よう、デジタル技術を活用した働きやすい庁舎を目指します。 

 ・温かみのある多摩産材等の木材を活用した、人にやさしい快適なデザインを取り入

れ、省エネルギーや環境に配慮したグリーンエネルギー技術を導入することを検討し

環境と経済の両立が図られる、人と地球環境にやさしい庁舎を目指します。 
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【基本機能】～５つの基本方針に基づき、新庁舎に求められる基本機能を以下のとおり整理します～ 

 

（１）窓口機能 

   ①効率的で利用しやすい窓口 

   ②使いやすいローカウンターや広くゆとりのある通路 

   ③プライバシーに配慮した窓口や相談室の配置 

   ④誰にでもわかりやすい案内表示 

（２）防災機能 

   ①災害時に対策本部を設置するためのスペースや放送・通信設備 

   ②停電時にも対応できる非常用発電設備 

   ③備蓄物資などの防災備品や資機材などを格納するスペース 

   ④災害対応車両などを配置できるスペース 

   ⑤緊急時に活用できるスペースの確保を検討 

   ⑥地震や火災、風水害など災害に強い構造 

（３）執務機能 

   ①オープンフロアを基本とした、明るい執務空間 

   ②執務空間と利用者空間の明確な区分 

   ③拡張性があり、多用途に使用できる会議室 

   ④職員の福利厚生及び災害対応に配慮した更衣室、シャワー室及び仮眠室等 

   ⑤文書の管理及び収納空間の整備 

（４）施設管理機能 

   ①省エネルギー等に配慮した照明・空調・換気・衛生設備 

   ②個人情報や行政情報の適切な管理と閉庁日や夜間等の庁舎管理に対応した強固なセキュリティ対策 

（５）文化・交流機能 

  ①行政情報やフィールドに誘う観光情報を発信するスペース 

  ②関係人口の創出につながる交流や憩いの場として活用できるスペース 

（６）アクセシビリティ機能（親しみやすく、利用しやすい機能） 

   ①町民や来庁者の利便性の向上を図る観点から可能な範囲での複合施設化を検討 

   ②来庁者が気軽に利用し、憩うことのできる休憩スペース等の検討 

   ③分散している業務等を集約した利便性に優れたコンパクトな庁舎の検討 

（７）議会機能 

  ①議会活動が十分にできるよう、事務局と委員会室の効率的な配置 

  ②議場については、多目的用途も視野に入れ検討 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロビー（新潟県柏崎市） プライバシーに配慮した窓口（青森県鰺ヶ沢町） 

参考（イメージ写真です） 参考（イメージ写真です） 
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◇庁舎の位置 

奥多摩町庁舎建設基本構想で示された、JR５駅周辺で地理的に最も好条件で利便性が高く、他の官公署と

の関係性や防災拠点として安全性の確保も図られ、なおかつ、町の結節点である大氷川地内（JR青梅線奥多

摩駅東側）の土地（民有地）が、実現可能な建設候補地として奥多摩町庁舎建設委員会で選定されました。   

ただし、新庁舎へのアクセスに関しては、踏切や坂道を利用する現状の課題があるため、安全面も含め利

用者目線にたったうえで、JRを含む関係機関と協議・調整し、可能な限りその改善に努めることを付記した

答申が同委員会より提出されました。 

（位置図） 

 
≪ 建設候補地：奥多摩町氷川字大氷川200番地6を中心とするエリア ≫ 

 

 

 

■敷地条件 

 ・土地所有者 奥多摩工業株式会社他（現在、用地買収や物件補償並びにアクセス等について交渉中です。） 

 ・用途地域  無指定地域（奥多摩町は都市計画区域外のため、建築基準法第三章にある「集団規定」の必要がなく

なり、接道義務・建物の用途・容積率・建ぺい率・絶対高さなどの制限はありません。また、東京都

建築安全条例第一章にある接道義務にも該当しませんが、奥多摩工業側から新庁舎への進入路（車

道）や JR 奥多摩駅構内から新庁舎側への直結通路（歩道）の整備など、新庁舎を利用する皆様が安

全にアクセスできる方法を検討しています。なお、個別の規定には適法させる必要があるため、関係

機関に確認しながら進めてまいります。 

 

 

◇庁舎の規模 

これまで分散していた行政機能等を新庁舎に集約することで、利用者が一度に手続き等を行えるようにな

るなど、住民サービスの向上が期待できることから、この新庁舎建設に併せて福祉保健課の職員を新庁舎に

配置することを検討しています。また、新庁舎は、防災拠点や関係人口等の交流機能なども担わなければな

らない重要な施設であるため、基本計画では新庁舎に必要と考えられる増加要因も含めて検討し、以下のと

おり町の実情に合った適正な面積を設定します。 

氷川小学校 

ＪＲ奥多摩駅 

現在の役場庁舎 

日原川 

奥多摩工業㈱ 

・奥多摩工業側から新庁舎への進入路 

（車道）の整備を検討しています。 

・奥多摩駅構内から新庁舎側への直結通路 

（歩道）の整備を検討しています。 

新庁舎 

建設候補地 
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比較 現庁舎 新庁舎 

規模設定の 

前 提 条 件 

人口 4,746 人（令和 5 年 1 月 1 日現在） 

職員数 81 人（指定金融、おくたま地域振興財団を含まず） 

議員数 12 人 

想定人口 3,921 人（奥多摩町人口ビジョン・令和 8 年度推定） 

職員数 96 人（同左。なお、福祉保健課の統合を想定） 

議員数 12 人（現議員数を想定） 

庁舎の規模 

敷地面積 建物部分 約 1,072 ㎡ 

駐車場部分 約 480 ㎡ 

延床面積 約 2,700 ㎡（地上 3 階、地下 2 階） 

敷地面積 約 4,000 ㎡（建物、駐車場、通路部分等を含む） 

 

延床面積 約 3,800 ㎡（新庁舎に必要な延床面積） 

 

◇庁舎の建設方針 

（１）建設方針 

  ①新しい庁舎は、みんなにとってのシンボルやランドマークとなるような建物とし、可能な限り多摩産材

等の木材を活用し、地場産材等を有効に利活用した将来につなげる建物とします。 

  ②地場産材の活用や地元企業を可能な限り活用し、地元経済への波及効果が発揮出来るように努めます。 

  ③維持管理費など将来にわたるライフサイクルコストを考慮した建物の機能デザインとすることに努めま

す。 

 

◇概算事業費 

  新庁舎建設の経費については、基本計画で策定される庁舎規模を基に概算事業費を見込みます。（なお、

各経費については、今後の基本設計や実施設計を行っていく中で変動する可能性があります。）   

概算事業費（総額） 
※建設整備費 

（設計、工事、監理、調査等の費用） 

用地買収費、物件補償費 

備品購入費、機器類の移設費用等 

約 30 億円 約 22 億円 約 8 億円 

・混構造【鉄筋コンクリート造＋木造】：延床面積を約 3,800 ㎡で試算しています。 

 

◇スケジュール 

次年度以降、「基本設計」作業の後、施工のための「実施設計」業務を経て「建設工事」へと進みます。 

今後、基本計画の策定や建設候補地における用地取得や関係機関との協議・調整等が順調に推移する場合、

最短で令和８年度の完成が見込まれますが、現庁舎の劣化状態や多発する異常気象等を考慮するとともに、

町民皆様へのサービス向上の観点からも、早期の整備完了を目指してまいります。 

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

                                        

 

◇お知らせ … パブリックコメントの実施及び住民説明会を開催します。ご意見等お寄せください。 
 

（１）庁舎建設基本計画（案）に対するパブリックコメントの実施 

  ・実施期間 ： 令和 5 年 2 月 28 日（火） ～ 令和 5 年 3 月 9 日（木） 

   ・提出方法 ： 町ホームページのパブリックコメント専用フォーム又は記入用紙の提出 
 

 

 

（２）住民説明会の開催 

   ・開催日 ： 令和 5 年 3 月 17 日（金） 

   ・会 場 ： 奥多摩町福祉会館 1 階 集会室 

   ・時 間 ： 〔昼の部〕15 時 00 分～16 時 30 分 ／ 〔夜の部〕19 時 00 分～20 時 30 分 

（事前申込は不要です。当日、直接会場へお越しください。昼夜の部とも説明内容は同一です。） 

お車でお越しの際は、役場駐車場または、町営氷川駐車場（氷川キャンプ場）をご利用ください。 ※いずれも無料 
 

担当：奥多摩町企画財政課 

基本構想 基本計画 基本設計 実施設計 建設工事 


